
白馬村議会基本条例制定に向け
ご意見をお寄せください！ 議

会
改
革

議会では、時代の変化とともに多様化する問題に対し、更なる監視や評価機能の充実や、
積極的な政策提言等に向け、村民アンケート調査を実施し、その内容等に思慮し議会改革に取り組んできました。

このたび、議会の進むべき方向や、あるべき姿を定めた「議会基本条例」の素案をまとめました。
次により村民の皆様から素案に対するご意見を募集します。

議会基本条例（案）はホームページにも掲載されています。

�1.パブリックコメントの募集
　募集期間� 平成28年12月2日（金）
　応募方法� ファクスまたはメール
� ファクス　：　（0261）72-7001
� メールアドレス：gikai＠vill.hakuba.lg.jp

�2.意見交換会の開催
　開催日時� 平成28年11月26日（土）
� 昼の部　14：00　から
� 夜の部　18：30　から
　場　　所� 役場３階　議会全員協議会室
※�事前の申し込みは要りません。当日庁舎３階の会場までお越しください。
※�多くの方から意見を頂きたいと思いますので、発言時間を制限させ
て頂く場合があります。ご了承ください。
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則

　
前
文

　
白
馬
村
は
、
白
馬
三
山
に
代
表
さ
れ
る
美
し
い
自
然
環

境
を
糧
に
、
ス
キ
ー
産
業
を
中
心
に
発
展
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
観
光
ニ
ー
ズ
の
変
化
や
国
内
外
の
経
済
情
勢
、
少

子
高
齢
化
社
会
の
波
な
ど
を
受
け
、
過
去
の
よ
う
な
経
済

成
長
は
望
め
な
い
時
代
に
入
り
ま
し
た
。
現
在
は
、
国
際

的
な
観
光
地
へ
の
道
を
歩
み
は
じ
め
、
村
外
や
外
国
か
ら

定
住
す
る
村
民
も
増
え
、
多
様
な
考
え
方
や
生
活
様
式
が

混
在
す
る
状
況
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
議

会
も
自
ら
が
行
動
し
住
民
と
と
も
に
村
の
未
来
を
開
い
て

い
く
と
き
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　
平
成
１２
年
の
地
方
自
治
法
改
正
に
よ
り
、
地
方
公
共
団

体
は
、
国
か
ら
独
立
し
た
地
方
政
府
と
し
て
の
役
割
と
責

任
が
明
確
に
な
り
ま
し
た
。
地
方
分
権
が
推
進
さ
れ
、
議

会
の
果
た
す
役
割
も
重
要
性
を
増
し
て
き
ま
し
た
。

　
時
代
の
変
化
と
と
も
に
、
多
様
化
す
る
問
題
に
対
し
更
な

る
監
視
及
び
評
価
機
能
の
充
実
が
求
め
ら
れ
、
ま
た
、
積

極
的
な
政
策
提
言
も
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
１８
年
に「
勇
気
な
く
し
て
道
は
開
け
ず
」の
考
え
の

も
と
、
議
会
改
革
に
向
け
て
調
査
検
討
を
は
じ
め
ま
し
た
。

一
問
一
答
方
式
や
本
会
議
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
中
継
な
ど

を
導
入
し
、
平
成
２７
年
度
に
は
議
会
改
革
に
関
す
る
村
民

ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、
民
意
の
把
握
に
努
め
ま
し
た
。
改

革
の
流
れ
を
止
め
る
こ
と
な
く
推
進
し
、
こ
こ
に
、
議
会

の
責
務
と
役
割
を
明
確
に
示
し
た
最
高
規
範
と
位
置
付
け

る
白
馬
村
議
会
基
本
条
例
を
制
定
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
不
断
の
努
力
と
検
証
を
も
っ
て
、
村
民
の
負
託
に
応
え

る
と
と
も
に
、
継
続
的
な
村
民
の
福
祉
増
進
の
た
め
の
村

づ
く
り
を
実
現
す
る
こ
と
を
決
意
し
ま
す
。

第
１
章　
総
則

（
目
的
）

第
１
条　
こ
の
条
例
は
、
白
馬
村
議
会（
以
下「
議
会
」と
い

う
。）の
基
本
理
念
、
活
動
原
則
、
そ
の
他
議
会
に
関
す
る

基
本
的
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
二
元
代
表
制
と

し
て
議
会
が
村
民
等
の
期
待
と
負
託
に
的
確
に
応
え
、
持

続
的
な
白
馬
村
の
発
展
、
及
び
村
民
の
生
活
と
福
祉
の
増

進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
２
条　
こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
定
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
（
１
）村
民
等　
白
馬
村
内
に
在
住
、
在
勤
又
は
在
学
す

る
者
を
い
う
。

　
（
２
）村
長
等　
村
長
及
び
そ
の
他
の
執
行
機
関
の
長
を

い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
３
条　
議
会
は
、
村
政
に
お
け
る
最
高
の
意
思
決
定
機

関
と
し
て
公
平
か
つ
公
正
に
、
村
の
将
来
に
向
け
て
議
論

昼夜とも１時間30分程度を予定
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